
                       

         資料４ 

 
 

令和７年度健康づくり審議会対がん戦略部会がん診療連携推進専門委員会開催結果 

 

１ 開催日時  令和８年１月 19日（月）10:00～12:00 

 

２ 開催場所  兵庫県庁別館１階Ｂ会議室 

 

３ 審議内容 

兵庫県指定がん診療連携拠点病院設置要綱にかかる指定要件等について 

(1) 放射線治療の診療体制の要件緩和 

適切な医療に確実につなげることができる体制を構築することを条件に、

当該施設において放射線治療の提供を必須としない旨を要綱に反映すること

で決定（令和８年度より）。 

  

 

 

 

 

 

           

 

令和７年度健康づくり審議会対がん戦略部会がん登録推進専門委員会開催結果 

 

１ 開催日時  令和７年 10月 17日（金）～24日（金） 

 

２ 開催場所  書面開催 

 

３ 審議内容 

法第 18条の規定に基づく匿名化が行われた兵庫県がん情報の提供申請について 

(1) 公益財団法人兵庫県健康財団へのデータ提供 

上記の申請について、特定の個人を識別できないよう留意しつつ、市町別・

医療圏域別 10件未満のがん種別罹患者数を含め、提供することが妥当である

旨、結論を得た。 

  

 

 

 

 

 

           

〇申 請 者：公益財団法人兵庫県健康財団 

〇申請内容：兵庫県のがん罹患数・率について、集計表をもとに作成した報告書（兵 

庫県のがん 2021）を公表することによって、県の今後のがん対策の企 

画立案のための資料及び対策の評価資料とする。 

〇改定の狙い 

・治療を集約することでより質の⾼いがん医療を提供することが可能 

・⾼額な医療機器や専⾨設備等を⽤いる技術は、導⼊及び維持にコストがかかる

（コスト減） 

・治療を集約することで医師の技術向上や働き⽅改⾰につながる 


